
◆11 ◆ 広報おびひろ 平成28年６月号

滞
納
し
て
い
る
と

保険料
40歳～64歳

（第2号被保険者）
28％

保険料
65歳以上

（第1号被保険者）
22％

国の負担金
25％

道の負担金
12.5％

市の
負担金
12.5％

介護保険料
の財源

保険料
段　階 区分の内容 計算内容

（保険料率）年額保険料

第１
段階

本
人
が
住
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が
非
課
税

老齢福祉年金の受給権者または
生活保護受給の人

基準額
×0.45 2万9540円本人の前年の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が80万円
以下の人

第２
段階

本人の前年の合計所得金額と課
税年金収入額の合計が80万円
を超え120万円以下の人

基準額
×0.68 4万4630円

第３
段階

本人の前年の合計所得金額と課
税年金収入額の合計が120万円
を超える人

基準額
×0.75 4万9230円

第４
段階

世
帯
員
い
ず
れ
か
が
課
税

本人の前年の合計所得金額と課
税年金収入額の合計が80万円
以下の人

基準額
×0.90 5万9070円

第５
段階

本人の前年の合計所得金額と課
税年金収入額の合計が80万円
を超える人

基準額 6万5640円

第６
段階

本
人
が
住
民
税
課
税

本人の前年の合計所得金額が
80万円未満の人

基準額
×1.15 7万5480円

第７
段階

本人の前年の合計所得金額が80万
円以上120万円未満の人

基準額
×1.20 7万8760円

第８
段階

本人の前年の合計所得金額が120
万円以上150万円未満の人

基準額
×1.25 8万2050円

第９
段階

本人の前年の合計所得金額が150
万円以上190万円未満の人

基準額
×1.30 8万5330円

第10
段階

本人の前年の合計所得金額が190
万円以上240万円未満の人

基準額
×1.50 9万8460円

第11
段階

本人の前年の合計所得金額が240
万円以上290万円未満の人

基準額
×1.60 10万5020円

第12
段階

本人の前年の合計所得金額が290
万円以上350万円未満の人

基準額
×1.70 11万1580円

第13
段階

本人の前年の合計所得金額が350
万円以上500万円未満の人

基準額
×1.85 12万1430円

第14
段階

本人の前年の合計所得金額が500
万円以上1000万円未満の人

基準額
×2.00 13万1280円

第15
段階

本人の前年の合計所得金額が
1000万円以上の人

基準額
×2.15 14万1120円

表１　平成27年度～29年度　段階別介護保険料額

図１　介護保険の財源 

図２　特別徴収の期別金額計算方法

図３　普通徴収の期別金額計算方法

サービス費用の全
額を支払った後に、
市役所の窓口で９
割（または８割）分
の払い戻しを受け
ることになります。

滞納している保険料
の額を、給付される
金額から差し引くこ
とがあります。

滞納期間に応じた一定
期間、利用者負担が１割
（または２割）から３割
に引き上げられるほか、
高額介護（予防）サービ
ス費などの支給も受け
られなくなります。

滞納期間に応じた措置

１年以上
滞納すると

１年６カ月以上
滞納すると

２年以上
滞納すると

原則として、介護（予
防）サービスに掛かる
費用の1割（または２
割）負担でサービスを
利用できます。

保険料をきちんと
納めましょう

徴収月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 翌年２月

納　期
徴収月

○	前年度特別徴収の人は、原則としてその
年の2月の徴収額と同額を天引きします。

○	前年度普通徴収の人は、前年度の所得段
階を参考に算出した額を天引きします。

○	確定した当該年度の年間保険料のうち、4
月と6月の年金から天引きで納付した保険
料を差し引いた残りを４等分します。100
円未満の端数は10月に天引きします。

介護保険料決定前 介護保険料決定後

当該年度の年間保険料を10等分した金額を納めます。
100円未満の端数は第１期（６月）で調整します。

　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
人
が
納

め
る
介
護
保
険
料
と
、
国
・
道
・
市
の

負
担
金
で
運
営
し
て
い
ま
す
。
65
歳
以

上
の
人
が
納
め
る
保
険
料
の
総
額
は
、

制
度
運
営
の
財
源
の
約
22
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
て
い
ま
す
。（
図
１
）

　

保
険
料
額
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
平

成
29
年
度
ま
で
の
間
に
掛
か
る
と
見
込

ま
れ
る
介
護
給
付
費
か
ら
、
国
な
ど
が

負
担
す
る
分
と
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

際
に
支
払
う
自
己
負
担
を
差
し
引
い
た

額
が
保
険
料
総
額
と
な
る
よ
う
に
、
65

歳
以
上
の
人
の
所
得
と
世
帯
の
課
税
状

況
に
応
じ
て
計
算
し
、
決
定
し
て
い
ま

す
。（
表
１
）

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
額
は

６
月
中
旬
に
郵
送
す
る
「
介
護
保
険
料

額
の
お
知
ら
せ
」
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
が
納
め
る

介
護
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
か
ら
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
65
歳

以
上
の
人
の
保
険
料
の
納
め
方
に
は
、

特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

●
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

　

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
（
老
齢
・

退
職
・
遺
族
・
障
害
年
金
）
の
受
給
者
は
、

年
６
回
、
年
金
か
ら
あ
ら
か
じ
め
天
引

き
す
る
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す
。（
図

２
）

●
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振
替
）

　

次
の
人
は
年
10
回
、
金
融
機
関
の
窓

口
や
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。（
図
３
）

・
特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
人

・�
４
月
１
日
現
在
で
年
金
受
給
の
な

か
っ
た
人

・�
年
金
担
保
、
年
金
差
し
止
め
、
現
況

届
の
未
提
出
な
ど
で
年
金
が
停
止
さ

れ
て
い
る
人

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
は
、
取

扱
金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

な
ど
の
窓
口
に
通
帳
、
届
け
出
印
を
お

持
ち
の
上
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
納

付
の
手
間
が
省
け
て
、
納
め
忘
れ
も
な

く
な
り
ま
す
。

　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
か
ら
の
振
替
手
続
き

は
、
介
護
保
険
課
に
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

　

納
付
書
で
は
金
融
機
関
の
窓
口
の
ほ

か
、
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
・
セ
ブ
ン
イ
レ

ブ
ン
・
ロ
ー
ソ
ン
で
も
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

一
時
的
に
納
付
書
で
納
付
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す

・�

年
度
途
中
で
65
歳
（
第
１
号
被
保
険

者
）
に
な
っ
た
場
合

・
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
場
合

・�

年
度
途
中
で
年
金
（
老
齢
・
退
職
・

遺
族
・
障
害
年
金
）
の
受
給
が
始

ま
っ
た
場
合

・�

収
入
申
告
の
や
り
直
し
な
ど
で
、
保

険
料
の
所
得
段
階
が
変
更
に
な
っ
た

場
合

・�

年
金
が
一
時
差
し
止
め
に
な
っ
た
場

合

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

収
入
が
少
な
い
世
帯
の
負
担
が
軽
く

な
る
よ
う
、
市
で
は
保
険
料
を
軽
減
す

る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

軽
減
制
度
に
つ
い
て
は
、
広
報
お
び

ひ
ろ
５
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
収
入
基

準
な
ど
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
世
帯
が

対
象
で
す
。
申
請
の
受
け
付
け
は
随
時

行
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
介
護
保
険
課
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
利
用
料
が
軽
減
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
掛

か
る
利
用
料
な
ど
を
軽
減
し
た
り
、
高

額
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
払
い
戻
す
な
ど
、

利
用
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
細
は
、
介
護
保
険
課
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
、
介
護
保
険
施
設
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

介
護
保
険
料
は
所
得
と
世
帯
の
課
税
状
況
で
計
算
し
ま
す

　
誰
も
が
い
つ
で
も
安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
保
険
料
を
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
平
成
28
年
度
の
介
護
保
険
料
額
は
６
月
中
旬
に
、
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
介
護
保
険
課
（
市
庁
舎
１
階
、
☎
65
・
４
１
５
０
）

問
い
合
わ
せ

介
護
保
険
料
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
　

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
の

納
め
方

保
険
料
の
軽
減
制
度

利
用
料
な
ど
の
軽
減
制
度

通常は

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 翌年1月 翌年2月 翌年3月

介護保険料決定


